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１．はじめに

アルフレッド・チャンドラーは、経営戦略を「企業の長期的目標と目的の決定、行

動指針の採用、目的を達成するために必要な資源配分」と定義した 。組織、企業は目

標・目的を達成するために、ありとあらゆる方策を検討し、また資源配分を行うが、

そこには必ず大小のリスクを伴う。そのため、リスクヘッジ等の手法を含むリスクマ

ネジメント体制を組織は従来よりは備えてきた。

しかしながら、組織の経営者の意識や経営方針、風土によってリスクマネジメント

の取り組み方に大きな差があり、問題が露呈してから後追いの対策を実施する組織や、

隠蔽等のウソを重ねてしまい、組織の運営継続に支障をきたしてしまう事例も後を絶

たない 。

病院経営においてのリスクマネジメントは、 年に起こった２名の患者の手術を

取り違える医療事故 が有名であり、この事故を機会に病院経営でもリスクマネジメン

トが重要視されるようになった。

だが、近年でもＡ大学病院で起こった腹腔鏡下手術後の短期間に数名の方が亡くな

った事例や、Ｂ大学病院では小児への麻酔薬の過量投与による死亡事例が発生してい

る。この２事例に関してはそれぞれの病院が、特定機能病院の取り消しや学校振興事

業団からの補助金が減額されるなど経営に大きなダメージを与えている。

例えば、Ｂ大学病院においては、医療事故に伴う稼働額等への影響として、特定機

能病院の承認取消に伴う影響額計２億 万円、がん診療連携拠点病院の非更新に

アルフレッド・チャンドラー，有賀裕子訳 。

井原久光，「リスクマネジメントと組織 雪印食品を事例として 」 。

横浜市立大学医学部附属病院の医療事故に関する事故対策委員会 。

－ 1－



伴う影響額計 万円、補助金に係る交付申請の取り下げによる影響額７億 万

円、合計 億 万円となった 。

病院のリスクマネジメント部門といえば医療安全部門が主となるが、感染対策も

年々、重要性が増していき、単独の部門として設置される施設も増え、併せて人員配

置も増えてきている。現在の医療関連感染対策の中でも、脅威とされているのが薬剤

耐性（ ）であり、日本国内だけでなく、世界的な問題として取り上げられている。

年に報告された内容では、 年に を起因とする死亡者は世界で 万人

と推定されるが、 年には 万人に達するとされ、これはガンで死亡する人を

超えると予測されている 。

これを受けて世界保健機構（ ）では 年に「薬剤耐性に関するグローバル・

アクション・プラン」が採択され、日本で 年に開催された ７伊勢志摩サミット

でも参加諸国が に対して協調していく姿勢が示された 。

本稿では、 年に医療関連感染対策に係る診療報酬加算おいて、地域での取り組

みが加算要件に加わり、加算点数も増額となった点を起点とし 年度までの医療

関連感染対策の経年的指標（任意のＤ施設およびＹ南地域連携）を示すことにより、

医療関連感染対策に係る診療報酬加算の影響を分析し、今後の感染症対策の課題をの

べることを目的とする。

２．病院経営と医療関連感染の関係

医療関連感染が発生すると患者の身体的、精神的負担に加えて社会的、経済的な負

担も増大する。医療施設側も本来の疾患に対する治療が進まず、感染症治療に専念せ

ざるを得ない状況となり、入院の長期化や医療資源の投資が嵩むなど病院経営として

の負担も大きくなる。さらに患者が医療関連感染により、重症化や死亡に至るような

ことが起これば、訴訟が起こり損害賠償請求だけでなく風評被害による患者数減少な

ど莫大な経営負担を被ることは少なくない。

米国の 年医療関連感染における要因分析よると、医療関連感染症発生に伴う

経済的損失は 年当時で年間 億ドル以上となり、総医療費の ％を占めると

報告された 。日本の実例では 年に大阪の医療施設において、セラチア菌による

会計検査院ホームページ「国立大学法人が大学に設置する附属病院の運営について」 。

。

薬剤耐性（ ）の現状及び 薬剤耐性 対策アクションプラン 。

。
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医療関連感染によって３名の患者が亡くなった事例が報告されている。当該事例が発

生する前年 年の当期純利益が 万円であったのに対し、当該事例が発生

した 年は▲ 万円となり、大幅な減収となった。これは、外来患者が ％

減少したことや一時的に新規の入院患者の受け入れを停止したことによる損失であっ

たとされる 。

近くでは 年８月にＣ大学病院で多剤耐性アシネトバクター及び類似菌による

アウトブレイクが発生している。 名に感染し８名が死亡するという報道 がなされ

るなど、医療関連感染によるリスクは変わらずアウトブレイクも発生し続けている。

このように、事象の大小はあれ医療関連感染が発生することによって、病院経営が

圧迫されることは明白であり、医療安全対策の一環である医療関連感染対策を強化す

ることは病院経営のリスクマネジメントとして重要な戦略といえる。

３．医療関連感染対策に係る診療報酬の概要

．医療関連感染対策に係る診療報酬の歴史

我が国で初めて診療報酬上で算定された感染対策費は、 年４月の診療報酬改定

で新設された入院環境料の「院内感染防止対策加算」（１日５点）である。その後

年に院内感染対策委員会等が設置されていなければ未実施として１日５点減算される

仕組みに変更された。 年には、医療安全管理体制や褥瘡対策と一体化した医療安

全対策加算（入院初日 点）となり、加算要件も委員会の設置に加え「専任の院内感

染管理者が配置されていること」など厳しくなってきた。 年には、感染防止対策

加算として独立し、入院初日 点が加算されたが、専従の職員配置やサーベイラン

スの実施など、より厳格な要件に変更された。

年には、感染防止対策加算１（加算１）が入院初日 点、感染防止対策加算

２（加算２）が入院初日 点と体制によって重みを分けた要件となった。同時に感

染防止対策地域連携加算（入院初日 点）も新設され医療機関同士が連携し医療関

連感染対策の質を向上させる取り組みを評価することとなった。

この 年の診療報酬改定により、感染防止対策加算１と感染防止対策地域連携

加算を同時に算定する施設は、入院初日に 点加算されることとなり、 年に比

べ５倍の評価受けることとなった。さらに 年４月には、薬剤耐性菌を抑制するこ

ホームページ 。

厚生労働省事務連絡 。
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とを目的とした抗菌薬適正使用支援加算（入院初日 点）が新設された。

．医療関連感染対策に係る診療報酬

年から 年にかけては医療関連感染対策に係る診療報酬加算点数の変更は

なかった（図表１）。

図表１：病院感染対策に係る診療報酬一覧（ 年まで）

診療報酬加算名 加算点数

感染防止対策加算１（加算１） 入院初日 点

機能評価係数Ⅰ

感染防止対策加算２（加算２） 入院初日 点

機能評価係数Ⅰ

感染防止対策地域連携加算（地域連携加算） 入院初日 点

機能評価係数Ⅰ

年の診療報酬改定によって、医療関連感染対策に係る診療報酬の点数（ 係

数含め）は改定された（図表２）。

図表２：医療関連感染対策に係る診療報酬一覧（ 年より）

診療報酬加算名 加算点数

感染防止対策加算１ 入院初日 点

機能評価係数Ⅰ

感染防止対策加算２ 入院初日 点

機能評価係数Ⅰ

感染防止対策地域連携加算 入院初日 点

機能評価係数Ⅰ

抗菌薬適正使用支援加算 入院初日 点

機能評価係数Ⅰ

．地域連携に関連する施設基準要件抜粋

加算１および２は、届出を行った医療機関と合同で、少なくとも年４回程度、定期

的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容を記録している。

地域連携加算は、加算１に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくと
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も年１回程度、当該加算に関して連携しているいずれかの保険医療機関に相互に赴い

て感染対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告する。また少な

くとも年１回程度、当該加算に関して連携しているいずれかの保険医療機関より評価

受けている。

４．Ｋ医療圏における感染対策上の地域連携（ 年時点）

．医療関連感染対策に関するカンファレンス

平成 年３月 日付の厚生労働省保険局医療課疑義解釈において、「感染防止対

策加算１を算定する医療機関は、感染防止対策加算２を算定する医療機関が複数ある

場合、それぞれの医療機関と個別にカンファレンスを開催しなければならないのか」

の問いに対し、「感染防止対策加算２を算定する複数の医療機関との合同でよい」との

回答を受け、合同カンファレンスとして の施設が参加し開催している。

同疑義解釈において、「感染防止対策加算１の届出医療機関と２の届出医療機関が

合同で開催するカンファレンスには、感染制御チームのメンバー全員が参加する必要

があるか」について、「原則、感染制御チームを構成する各々の職種（医師、看護師、

薬剤師、臨床 検査技師）が少なくともそれぞれ１名ずつ参加すること」とされ、全職

種の参加を必須条件とした。

また「カンファレンスは、各医療機関における薬剤耐性菌等の検出状況、感染症患

者の発生状況、院内感染対策の実施状況（アルコール製剤の使用量、感染経路別予防

策の実施状況等）、抗菌薬の使用状況等の情報の共有 及び意見交換を目的とするもの

であること。最新の知見を共有することも求められるが、単なる勉強会や講習会は認

められない。各医療機関において、カンファレンスの内容がわかる文書及び参加した

医療機関名及び参加者の一覧を保存しておくこと」とされており、各医療機関におけ

る薬剤耐性菌等の検出状況、感染症患者の発生状況、院内感染対策の実施状況（アル

コール製剤の使用量、感染経路別予防策の実施状況等）、抗菌薬の使用状況を年４回提

出し、施設名は記号化した中で、全施設で供覧しディスカッションするものとした。

加算要件上の項目を当該連携では満たしていたが、年４回のカンファレンス時にト

ピックスなる情報提供を含めた勉強会を加えて実施し、その後各々の職種で職種部会

を開催し職種特有の問題点を共有するなど交流も深めてきた。
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その他の活動

地域連携による相互ラウンドとは、加算１を取得している施設同士が相互に病院を

訪問し、行政が示したチェック項目表 に沿って医療関連感染防止対策に関する事項

を評価、改善を推奨するものである。

改善支援とは加算２の施設で医療関連感染上の問題が生じた場合に、加算１の施設

が加算２の施設に赴き、加算２の病院管理者を含めた現場ラウンド等を実施し問題点

に対しての改善指導を行っている。

．Ｄ施設

Ｄ施設は、Ｋ医療圏に立地する大学病院本院であり、 床を有する特定機能病院

である。急性期医療を中心とし、医療圏の医療関連感染対策でも中心的役割を担って

いる。

．地域連携の現状

Ｄ施設はＫ医療圏の病院と医療関連感染対策の地域連携を実施している。Ｋ医療圏

には病院が 施設あり、病床は 床登録され、本稿で対象とする地域連携は

床の約 ％を占める。この後に示すデータはこのＹ南地域連携で収集されたデ

ータである。

５．地域連携施設の感染対策行動

．Ｄ施設における職員の医療関連感染対策行動と耐性菌検出率

手指消毒剤ならびに、手袋、エプロンの使用量の経時的変化を見ることは、その施

設における医療関連感染の遵守状況をみる指標とされている。また薬剤耐性菌の中で

もメチシリン耐性ブドウ球菌（ ）の検出数や検出率は、その施設における医療関

連感染対策が実施されたアウトカム指標の一つとして用いられる。

Ｄ施設の手指消毒剤使用量は 年 ℓ から 年には ℓ と約 ％の増

加率を示した（図表４）。

チェック項目表は、組織体制から実践活動まで 項目に及び約半日をかけてチェックを行う。
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図表４：手指消毒剤使用量 ℓ（ 患者 日）

（筆者作成）

手袋の使用量を比較すると 年 枚から 年には 枚と約 ％

増加した（図表５）。

図表５：手袋使用枚数（ 患者 日）

（筆者作成）

エプロンの使用量を比較すると 年 枚から 年には 枚と約 ％

増加した（図表６）。

図表６：エプロン使用枚数（ 患者 日）

（筆者作成）

の検出率は 年と比較し 年は約 ％の減少率を示している。また

検出数 ％の減少率を示した（図表７）。

図表 はＤ施設の 年～ 年のデータを元に著者が作成した。

）と出所は同じ。

）と出所は同じ。
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図表７：黄色ブドウ球菌中の 検出率％および検出数

（筆者作成）

．地域連携による職員の医療関連感染対策行動と耐性菌検出率

手指消毒使用量は 年 ℓ であったが、 年は ℓ と約 ％の増加率を示

している。手袋の使用量を比較すると 年 枚であったが、 年は

枚と約 ％増加した。またエプロンの使用量を比較すると 年 枚で

あったが、 年は 枚と約 ％増加した。

の検出率は、 年 ％に比べ 年 ％と約 ％の減少率を示した。

また 検出数は ％の減少率を示した。

６．収支シミュレーション

．診療報酬加算（Ｄ施設）

算出方法： 年度医業利益の 円に 年度までの医療関連感染

に係る診療報酬 係数を乗ずる。

 加算１： × ＝ 円

 地域連携加算： × ＝ 円

 加算１ 地域連携： ＝ 円

よって、Ｄ施設における年間の診療報酬による収益は 円（

万円）となった。

）と出所は同じ。
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．診療報酬加算（Ｙ南地域連携）

算出方法： 施設の財務情報は明らかになっていないため、 施設の年間延べ患

者数を平均在院日数 で除し、新規入院患者数を算出する。算出された新規患者

数に医療関連感染対策に係るそれぞれの診療報酬加算点数を乗ずる。

加算１取得の８施設について

 ÷ ＝

 × ＝

 × ＝

地域連携加算取得の８施設について

 × ＝

 × ＝

加算２取得の１２施設について

 ÷ ＝

 × ＝

 × ＝

以上より、Ｙ南地域連携における年間の診療報酬による収益は

＝ （ 万円）となった。

． 菌血症減少による収益（Ｄ施設）

厚生労働省のデータによれば、 年の黄色ブドウ球菌中に占める 菌血症の

割合は、 ％ とされている。この数値をＤ施設の 年と 年データでシミ

ュレーションを行った。

【計算式】

 年： （黄色ブドウ球菌中の 検出数）÷8.06＝

（ 人の 菌血症が発生していたと想定される）

厚生労働省， 年度一般病床平均在院日数。

。
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 年： （黄色ブドウ球菌中の 検出数）÷8.06＝

（ 人の 菌血症が発生していたと想定される）

 （ 年 菌血症） （ 年 ）＝

（ 年に比べ 年は 菌血症患者が 人減少したと想定する）

【結果】

高木ら（ ）によれば、 感染症が発生すれば入院期間は 日延長し、医

療費は 万円増加するとされている。これを適用すると

20.8×107＝ 万円

（ 菌血症の減少により、 年に比べ 年は 万円の医療費が抑制さ

れた）

． 菌血症減少による収益（Ｙ南地域連携）

節と同様に算出する。

【計算式】

年： ÷8.06＝ （ 人の 菌血症が発生していたと想定される）

年： ÷8.06＝ （ 人の 菌血症が発生していたと想定される）

＝

（ 年に比べ 年は 菌血症患者が 人減少したと想定する）

【結果】

69.4×107＝ 万円（ 菌血症の減少により、 年に比べ 年は

万円の医療費が抑制された）

．職員の医療関連感染対策行動による支出（Ｄ施設）

算出方法は医療関連感染対策行動によるそれぞれの使用量として、 患者 日 で

表している。 患者 日の値を で除すことで１患者 日あたりの量が算出され

る。この値に年間延べ患者数を乗じることで、年間の使用量（増加量）が算出される。

年から 年の増加分（単年）を算出する。

手指消毒薬（ ）

 （ 年）－ （ 年）＝

患者 日とは 人の入院患者で 日に使用する量、あるいは 人の患者が 日入院した場合の使用量で

ある。
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 （増加分）÷ ＝ （１患者 日）

 （１患者 日）× （年間のべ患者数）× （消毒薬１ 当たり単価

円） ＝ 円（ 万円）

手袋

 （ 年）－ （ 年）＝

 （増加分）÷ ＝ （１患者 日）

 （１患者 日）× （年間のべ患者数）× （手袋１枚当たり単価

円）＝ 円（ 万円）

エプロン

 （ 年）－ （ 年）＝

 （増加分）÷ ＝ （１患者 日）

 （１患者 日）× （年間のべ患者数）× （エプロン１枚当たり単

価 円）＝ 円（ 万円）

総計

（手指消毒薬） （手袋） （エプロン）＝ （万円）

．職員の医療関連感染対策行動による支出（Ｙ南地域連携）

節と同様に算出する。

手指消毒薬（ ）

 （ 年）－ （ 年）＝

 （増加分）÷ ＝ （１患者 日）

 （１患者 日）× （年間のべ患者数）× （消毒薬１ 当たり単価

円）＝ 円（ 万円）

手袋

 （ 年）－ （ 年）＝

 （増加分）÷ ＝ （１患者 日）

 （１患者 日）× （年間のべ患者数）× （手袋１枚当たり単価

消毒薬、手袋、エプロンの単価は、 企業の卸平均価格相当とした。
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円）＝ 円（ 万円）

エプロン

 （ 年）－ （ 年）＝

 （増加分）÷ ＝ （１患者 日）

 （１患者 日）× （年間のべ患者数）× （エプロン１枚当たり

単価 円）＝ 円（ 万円）

総計

（手指消毒薬） （手袋） （エプロン）＝ （万円）

．人件費（Ｄ施設）

施設基準に該当する職員の各要素は ～ 歳、女性、職歴 年以上 とし、給与

を算出（千円）する。

【計算式】

専任 の常勤医師： × ＝ （万円）

専従の看護師： × ＝ （万円）

専任の薬剤師： × ＝ （万円）

専任の検査技師： × ＝ （万円）

【結果】

Ｄ施設の掛かる人件費（４職種の総給与）は （万円）となった。

．人件費（Ｙ南地域連携）

節と同様に算出する。

【計算式】

感染防止対策加算１施設（８）

（加算１の４職種の総給与）×８（施設）＝ （万円）

感染防止対策加算２施設（ ）

 専任の常勤医師： × ＝ 万円

 専任の看護師： × ＝ （万円）

。

平成 年厚生労働省事務連絡において、専従は ％以上、専任は ％以上当該業務に従事しているものと定義さ

れている。
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 専任の薬剤師： × ＝ （万円）

 専任の検査技師： × ＝ （万円）

 ４職種の総給与＝ （万円）

 （加算２の４職種の総給与）× （施設）＝ （万円）

【結果】

Ｙ南地域連携に掛かる人件費（４職種の総給与）は （万円）となった。

．診療報酬加算と人件費の損益分岐点

．加算１施設

加算１に施設基準相当の人員配置を行うと、 万円 となる。加算１は１

患者入院時に 点の加算となるため、新規入院患者 人 年が損益分岐点と

なる。施設ごとの年間診療報酬収益と年間新規入院患者数の関係をみると、加算１で

損益分岐点に達していない施設は２施設であった。

図表８：加算１施設の新規入院患者数と診療報酬収益分布

（筆者作成）

．加算２施設

加算２に施設基準相当の人員配置を行うと、 万円 となる。加算２は１患

者入院時に 点の加算となるため、新規入院患者 人 年が損益分岐点と

なる。加算１と同様に施設ごとの年間診療報酬収益と年間新規入院患者数の関係をみ

ると、加算２を取得している施設において損益分岐点に達している施設はなく、

にも達していない施設もある。 人 年程度の新規入院患者を確保するためには、

）と出所は同じ。
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－ 13 －



少なくとも 床程度が必要と予測される。

図表９：加算２施設の新規入院患者数と診療報酬収益分布

（筆者作成）

．シミュレーション総括

 職員の感染対策行動の改善により 菌血症が 人減少し、 万円の

医療費が抑制されたと想定される。

 医療関連感染対策行動の遵守指標である手指消毒薬等の医療材料費が、 万

円の増加となった。

 施設基準上の人員で算出すると、人件費は 万円となった。

 収入と支出の差益は 万円となった。

．Ｙ南地域連携（ 施設）

 １年間の診療報酬加算の収益は、 万円となった。

 職員の感染対策行動の改善により 菌血症が 人減少し、 万円の

医療費が抑制されたと想定される。

 感染対策行動の遵守指標である手指消毒薬等の医療材料費が、 万円の増

加となった。

 施設基準上の人員で算出すると、人件費は 万円となった。

 収入と支出の差益は 万円となった。

）と出所は同じ。
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７．結果

年を起点とし 年度までの医療関連感染対策に係る経年的指標（Ｄ施設お

よびＹ南地域連携）を検討した結果、以下のことが判明した。

 Ｄ施設、Ｙ南地域連携ともに医療関連感染対策行動の遵守指標である手指消毒薬

等の医療材料費の値が上昇した。

 Ｄ施設、Ｙ南地域連携ともに黄色ブドウ球菌中の 検出率が減少し、 の

検出数も減少した。

 Ｄ施設、Ｙ南地域連携ともに 菌血症の発生率が減少したと想定され、それ

に掛かる医療費が抑制された。

 Ｄ施設の診療報酬による収益は、施設基準上配置の人件費の４倍程度ある。

 Ｙ南地域連携における診療報酬収益は、施設基準上配置の人件費に対して差益は

あるが、加算２の施設だけ抽出すると全ての施設が診療報酬収益と人件費の損益

分岐点に達していなかった。

８．考察

Ｄ施設では、 年から専従看護師が配置されていたが、その他の職種の兼務発令

で職務にあたる時間は全体の にも満たなかった。 年の診療報酬改定の後押

しにより、医師、薬剤師、検査技師が専任ではあるが配置に至った。

（ ：米国疾病予防管理センター）

では、 年の時点でフルタイムの （ ：感染制

御専門家）を 床に１名配置するように勧告している ように、専門家の配置によ

る医療関連感染の抑制効果は実証されてきた。

本稿でも、人員が増員されてからの 年から 年にかけて、医療関連感染行

動の遵守率が向上することによって、医療関連感染の代表的な薬剤耐性菌である

の検出率が下がり、 菌血症に関しては 人の減少予測に至った。 菌血症

の死亡率は ％～ ％ といわれており、 人の 菌血症減少予測から年間

人～ 人の 菌血症による死亡者が減少した可能性が示唆される。

このように、医療関連感染対策の質が向上することによって、ひいては感染症に苦

日本版 。

メチシリン耐性およびメチシリン感受性黄色ブドウ球菌による菌血症死亡率の比較：メタアナリシス 。
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しむ患者の減少に医療関連感染に係る診療報酬の加算は寄与したと考える。

厚生労働省の通知 の留意事項の中には「院内感染対策については、個々の医療従事

者ごとの判断に委ねるのではなく、医療機関全体として対策に取り組むことが必要で

ある」と記載されている。これは診療報酬加算の有無に関わらず、医療施設において

本来備えていなければならない機能である。

Ｄ施設の収支に関しては、加算１に加え地域連携加算の取得による収入と 菌

血症減少による医療費の抑制効果が高く、医療関連感染対策行動に必要な医療材料費

を計上しても、差益は 万円となり、病院経営にも潤沢な予算となった。

ただ、この収益は、内部留保や他の医療に流用するものではなく、さらなる医療関

連感染の抑制に充当させるべきものであり、人員の拡充や医療関連感染の予防に適し

たシステムや機器の購入、地域連携施設の支援に活用すべきであろう。

一方、Ｙ南地域連携においての医療関連感染対策行動も、Ｄ施設同様に遵守率が向

上することによって、 の検出率も減少し 菌血症が 人減少したと予測さ

れる。これを 菌血症死亡率でみると 人～ 人の 菌血症死亡者を

抑制できたことが示唆された。Ｙ南地域連携の医療関連感染対策の質向上に対しても、

医療関連感染に係る診療報酬の加算は寄与したものと考える。

Ｙ南地域連携の収支に関しては、加算１と加算２に構造の違いがあり、加算２の施

設が施設基準上の人員を正しく配置した場合は人件費のみで診療報酬の収入を超えて

いることが分かった。加算２の診療報酬収益で施設基準上の人件費をまかなうために

は 床程度の病床が必要だと予測されるが、Ｙ南地域連携の加算２取得施設の病床

は ～ 床ほどである。このため診療報酬で足りない支出は、当該医療機関にとっ

ては、持ち出しということになる。

医療関連感染の予防に対する投資と捉えることもできるが、中小規模医療施設にお

いて人員を確保することは財政面や採用面で難しく、本務以外に医療関連感染に対し

て時間を割くのは困難であろう。

現状でも一定の効果は示されているため、減算や施設基準を厳しくするなどの改定

は行わず、現実に合わせた施設基準を想定し、加算２に関しては人員配置を専任（５

割以上）ではなく、兼任（３割以上）もしくは２割程度の損益分岐点あたりへの改定

も必要ではないかと考える。

ただ現状としては、加算２施設単体での医療関連感染対策に十分な効果は期待でき

厚生労働省医政局通知 。
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ないが、技術的効率性を高めた地域連携という枠組みの中では診療報酬の差益と医療

関連感染減少効果が生まれている。この枠組みをさらに拡大することで、地域の医療

機関における医療関連感染対策の質向上に寄与し、地域に暮らす住民により質の高い

医療を提供できる体制作りに繋がると考える。

厚生労働省の通知 においては「地域の医療機関でネットワークを構築し、院内感染

発生時にも各医療機関が適切に対応できるよう相互に支援する体制の構築も求められ

る」とされている。これも本来は診療報酬加算に有無に関わらず、医療施設が本来備

えるべき機能といえる。

これまでのＤ施設、Ｙ南地域連携と診療報酬加算の効果を「品質管理のための原価

分析のフレームワーク」で検証してみる 。図表８は品質原価の概念図 であり、評価

原価（ ）、予防原価（ ）が上昇することによって、外部失敗原価（ ）および内

部失敗原価（ ）が低下している。外部失敗原価（ ）は「感染発生率×失敗原価」

と想定され、安全への投資がなされると低下すると想定されている。

Ｄ施設、Ｙ南地域連携ともに診療報酬加算によって、医療関連感染対策行動に使用

する手指消毒薬等の医療材料が購入しやすくなり予防原価（ ）への投資が進んだと

想定される。また医療関連感染に従事する人員を確保、増員できたことは、予防原価

（ ）および品質水準を維持するための評価原価（ ）の投資に値したと考える。こ

の投資効果によって、 検出数や検出率（内部失敗原価： ）が低下し 菌血

症の減少予測（外部失敗原価： ）にも繋がった。加えて、限られた診療報酬加算に

おいて、地域の医療施設間で相互に指摘し合いアウトカムを評価したことは、評価原

価（ ）および予防原価（ ）を押し上げ、外部失敗原価（ ）と内部失敗原価（ ）

の更なる低下に繋がっている。

医療関連感染に係る診療報酬加算は、各医療施設や地域の医療関連感染に対する安

全性を向上させ、病院経営において経営的な側面からも利益を得られることが示され

た。それでも医療機関の医療関連感染対策が進まないのは、加算で得られる診療報酬

額が少ない病床規模が小さい病院にとっては、不十分という理由だけでなく、医療関

係者の予防医療の知識不足によると考えられる。医療関係者の感染症予防に関する意

識の低さは、「遅れた日本の予防接種制度の現状とその対策」という報告から明らかで

厚生労働省医政局通知 。

福田治久 今中雄一 。

品質原価の概念図：感染が発生することを予防する予防原価（ ）、品質水準を維持するための

評価原価（ ）、耐性菌等の問題が発生した際の対応による内部失敗原価（

）、感染症が発生した場合に治療等によって生じる外部失敗原価（ ）。

－ 17 －



ある 。

この解決は、一朝一夕では困難であるが、まずは医療機関で働くすべての人々が、

すべての部屋で感染症対策をすることが必須であることを強く自覚しなければならな

いということであろう。「手指衛生は選択ではなく、強制である」ことを徹底し、これ

を患者にも認識してもらうということができるかどうかである。

このためには、病院側の感染症対策が不十分であることを患者から指摘できる体制

つくりも必要であり、医療に携わる者の自覚を促す工夫も地道にやっていくしかない。

は、「医療従事者は、患者とその家族にも手指衛生の重要性を説明するとともに、

スタッフに手洗いをしたか確認しても構わないということを患者側に伝えておくべき

である」としている 。患者の予防医療の知識を向上させ、医療感染対策に患者も参加

し衛生習慣を根付かせていく必要があるものと考える

図表８：品質評価の概念図

９．結論

医療関連感染対策の経年的指標（Ｄ施設およびＹ南地域連携）から、医療関連感染

対策に係る診療報酬加算による、医療関連感染対策行動と 菌血症の減少および

診療報酬加算収益と医療関連感染症の減少による医療費抑制効果が示された。また

菌血症による死亡率の減少が示唆されたことも評価したい。

薗部友良「遅れた日本の予防接種制度の現状とその対策」

患者安全カリキュラムガイド 多職種版

－ 18 －



診療報酬は２年に１度の改定により、全体の改定率を調整し医療費総額を制御する

医療費のマクロ管理機能、政策誘導である 。現在は医療関連感染のコントロールが難

しく、医療費が上昇する要因と捉えられているため 年現在の医療関連感染に係

る診療報酬は医療安全対策や褥瘡対策に比べ年々手厚くなっている。これは感染防止

対策加算を取得しているか否かで医療関連感染の効果に違いが出たなどの多数のデー

タ が提示されたことにも後押しされている。しかし、政策において医療関連感染対策

が一定の水準に達したと判断した場合は、施設基準を満たしていなければ入院基本料

の減算対象となるのは、これまでの診療報酬の歴史で繰り返されてきた事実である。

地域連携はその中でも標準化を推し進めるための重要な政策である。

しかし、標準化には時間が必要であり、薬剤耐性菌などによる医療関連感染のリス

クは今後も増大していく可能性が高く、一定の期間は医療関連感染に係る診療報酬加

算は継続すべきである。また診療報酬を受ける側の医療施設も、内部留保や他への流

用に終始せずリスクマネジメントへの投資として正しく活用していかなければ、期待

される効果が十分に得られないと判断され診療報酬の減算対象となってしまう可能性

が高くなる。よって、医療施設は、診療報酬加算が一定の要件（質、効果）を提供で

きる施設に対して支払われていることを、再認識しなければならない。

最後に、医療感染対策は患者に適切な医療を提供するために、本来備えておくべき

病院全体で取り組むべきリスクマネジメントである。地域連携も同様である。現状は

医療関連感染に係る診療報酬加算の効果を享受したとしても、依存せずに自立した体

制を早急に構築するべきである。
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